
社会福祉法人等による利用者負担額の軽減制度


【軽減の対象となる方】

☆軽減の対象となる方は、次の１、２のいずれかに該当する方です。

１　老齢福祉年金受給者で、かつ世帯全員が市町村民税非課税である方

２　世帯全員が市町村民税非課税で、次の①～⑤の全てに該当する方

　　①　年間の収入が１人世帯で１５０万円以下、世帯員が１人増えるごとに５０万円を加算した額以下であること

　　②　別世帯の市町村民税課税者から扶養されていないこと

　　③　世帯がその居住用の土地及び家屋や、その他日常生活に必要な資産以外に利用できる資産を所有していないこと

　　④　預貯金や有価証券等の額が１人世帯で３５０万円以下、世帯員が１人増えるごとに１００万円を加算した額以下であること

　　⑤　介護保険料を滞納していないこと

※　生活保護を受給している方は対象になりません

※　軽減に該当するかは役場にお問い合わせください。


